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【部門区分】第１部門第４区分
【発行日】平成25年5月9日(2013.5.9)

【登録番号】実用新案登録第3124632号(U3124632)
【訂正の登録日】平成25年2月25日(2013.2.25)
【登録公報発行日】平成18年8月24日(2006.8.24)
【出願番号】実願2006-4535(U2006-4535)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｂ  57/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｂ  57/00    　　　Ｋ

【訂正書】
【提出日】平成24年12月7日(2012.12.7)
【訂正の目的】実用新案登録請求の範囲の減縮等
【訂正の内容】
【考案の詳細な説明】
【考案の名称】ゴルフ用ボールマーカー
【技術分野】
【０００１】
本考案は、ゴルフ用ボールマーカーに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、ゴルフのプレーに際してグリーン面上でゴルフボールの位置をマークするために、
ボールマーカーが用いられている。
このようなボールマーカーとしては、金属製等で円盤状(コイン状)に形成したものや、合
成樹脂製等で円盤状に形成し中央部からピン状の差込部を垂下させたものが知られている
。
【０００３】
従来のボールマーカーは、径１７～２５ｍｍ程度の大きさのものが一般的であり、小さく
軽量であるという利点はあるものの、いざという時にズボンのポケットの中等から取り出
し難く、また紛失し易いという問題があった。
【０００４】
これに対して、円盤状に形成した裏面に磁石を貼付又は埋設し、磁性体製のクリップ等を
介して、ゴルフプレーヤーの衣服や帽子に着脱可能に保持するようにして、マーカーの取
り出しを容易にするとともに、マーカーの紛失防止を図ったものとして、例えば特許文献
１乃至３がある。
【０００５】
【特許文献１】実開昭６２－１３０６７５号
【特許文献２】実開昭６１－９４０６２号
【特許文献３】米国特許第６１７００８８号
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、上記特許文献１乃至３に記載される類のものを含め、従来のボールマーカ
ーは、ボール位置がカップから近い場合(概ね３ｍ以内)には、比較的ボールをマークした
位置が分かり易いが、ボール位置がカップから遠く離れてしまったような場合には、視認
性に劣り、マークした位置をグリーン面上で見失い易いという問題があった。
【０００７】
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この解決のためには、従来のボールマーカーを大型化し、大小の大きさの異なる複数のボ
ールマーカーを用意し携帯することが考えられるが、大型化されたボールマーカーは、特
にボール位置がカップから近い場合には、他のプレーヤーの妨げにもなりかねず、好まし
くない。また、複数の種類のボールマーカーを持ち歩くことは、ズボンのポケットの中等
から状況に適したマーカーを探し出す手間が新たに生じることとなり、却って煩わしいも
のである。
【０００８】
そこで、本考案は上記問題に鑑みてなされたものであり、ポケットの中等から容易に探し
出すことができ、マークすべきボール位置に応じて、大小の大きさのものを使い分けるこ
とを可能とするゴルフ用ボールマーカーを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記の課題を解決するために、請求項１に記載のゴルフ用ボールマーカーは、小径の第１
マーカーと、
該第１マーカーを収容保持する収容部が凹設された大径の第２マーカーと、を備え、該第
１マーカーは、径１７～２５ｍｍの大きさであり、該第２マーカーは、径３０～４０ｍｍ
の大きさであり、該収容部は該第１マーカーよりもわずかに大きな径であり、
収容部の底面中心部にはごく小さい短円筒状をなす載置部が、上方に向かって突設されて
おり、
該第１マーカーを、該第２マーカーに着脱可能に保持せしめたことを要旨とする。
【００１０】
また、請求項２に記載のゴルフ用ボールマーカーは、請求項１に記載の構成において、該
第１マーカー、及び／又は該収容部に磁石を埋設して、
該第１マーカーを、該第２マーカーに着磁吸着させるようにし、
該第１マーカーの底面中心部が、該載置部の上面に接して載置される一方で、該第１マー
カーの底面周縁部は、該載置部よりもさらに低く形成された溝部底面との間に所定の隙間
を形成した状態で保持され、
該第１マーカーを該第２マーカーに収容した状態での使用、該第１マーカー単独での使用
を可能としたことを要旨とする。
【００１１】
また、請求項３に記載のゴルフ用ボールマーカーは、請求項１に記載の構成において、該
第１マーカーは、磁性体からなり、表裏両面に模様等を付すことが可能であり、デザイン
や広告の効果を高めることができ、
該収容部は、磁石が埋設され、該第１マーカーを載置保持する載置部と、該載置部よりも
さらに低く形成された溝部と、を有することを要旨とする。
【００１２】
また、請求項４に記載のゴルフ用ボールマーカーは、請求項１に記載の構成において、
該第１マーカーは、磁石が埋設され、
該収容部は、磁性体が埋設され、該第１マーカーを載置保持する載置部と、該載置部より
もさらに低く形成された溝部と、を有し、該第２マーカーが備える収容部は、表面部より
も該第１マーカーの側面厚み分だけ凹ませて設けられたことを要旨とする。
【００１３】
また、請求項５に記載のゴルフ用ボールマーカーは、請求項３又は４に記載の構成におい
て、該溝部が、該載置部側方に設けられ、該第１マーカーの底面部の大半が、載置部に接
して載置される一方で、該第１マーカーの底面部の一部は、溝部底面との間に所定の隙間
を形成した状態で保持されることを要旨とする。
【００１４】
また、請求項６に記載のゴルフ用ボールマーカーは、請求項５に記載の構成において、
該第１マーカーを、該第２マーカーに収容した際に、
該第１マーカーの表面部と、該第２マーカーの表面部とが、略面一となって、連続する平
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坦な平面を形成するようにし、
溝部上方に位置する第１マーカーの表面周縁部を上方から押圧し、溝部内に押し下げ、そ
のまま外側に向かってスライド可能としたことを要旨とする。
【考案の効果】
【００１５】
本考案によれば、小径の第１マーカーと、該第１マーカーを収容保持する収容部が凹設さ
れた大径の第２マーカーと、を備え、該第１マーカーを、該第２マーカーに着脱可能に保
持せしめたゴルフ用ボールマーカーであるため、ポケットの中等から容易に探し出すこと
ができ、しかもマークすべきボール位置に応じて、大小の大きさのものを使い分けること
が可能となる。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１６】
本考案に係るボールマーカーは、小径の第１マーカーと、大径の第２マーカーとを備えた
もので、第２マーカーには、第１マーカーを収容保持するための収容部を凹設して構成す
る。
第１マーカーは、従来の一般的なボールマーカーと同程度の大きさを有する薄型平板状で
あり、第２マーカーは、第１マーカーよりも一回り大きく形成されるものである。具体的
には、第１マーカーは、径１７～２５ｍｍ程度の大きさであり、第２マーカーは、径３０
～４０ｍｍ程度の大きさが好ましい。第２マーカーの径が３０ｍｍ未満となると、ポケッ
トの中等から探し出す手間やグリーン面上での遠方からの視認性の問題が改善されず、逆
に４０ｍｍを超えると、携帯性が悪化するおそれがある。
【００１７】
本考案に係るボールマーカーは、第１マーカーを第２マーカーに着脱可能に保持せしめる
保持機構を有するように構成する。このような保持機構としては、磁気力を利用したもの
が好ましく、例えば、以下の態様でボールマーカーを構成する。
(ａ)第１マーカーに磁性体、第２マーカー(収容部)に磁石を備える。
(ｂ)第１マーカーに磁石、第２マーカー(収容部)に磁性体を備える。
(ｃ)第１マーカーに磁石、第２マーカー(収容部)に磁石を備える。
(ｄ)上記(ａ)～(ｃ)で、第１マーカーの該当箇所の表面や、第２マーカー(収容部)の該当
箇所の表面に、薄い非磁性体膜を備える。
磁石は、より具体的には永久磁石を使用するが、例えばアルニコ磁石、フェライト磁石、
希土類磁石等を用いることができ、特にフェライト磁石が好ましい。
また、磁性体は、より具体的には強磁性体を使用するが、例えば純鉄・軟鋼、ケイ素鉄、
Fe-Ni合金、Fe-Co合金、Fe-Cr合金、フェライト、センダスト等を用いることができ、特
に純鉄・軟鋼が好ましい。
【００１８】
収容部には、第１マーカーを載置可能とする載置部を設けることが好ましい。載置部は、
第１マーカーを安定して載置保持することができるものであれば、如何なる形状・構造等
であってもよい。
さらに、収容部には、第１マーカーの取り出しを容易にするための溝部を設けることが好
ましい。溝部は、上記載置部よりも低く(深く)形成する必要があるが、第２マーカーに収
容された第１マーカーの一領域を溝部内に押下させ、第１マーカーの反対側領域を上方に
浮き上がらせることを可能とするものであれば、溝部の形状や設置場所・範囲は種々変更
してよい。
【００１９】
第１マーカー、第２マーカーは、それぞれ平面視で円形、楕円形、三角形、四角形、多角
形等いかなる形状であってもよいが、携帯性の観点からは、第１マーカーを第２マーカー
に収容した際の全体形状が、なるべく薄く、円盤状に近い形状となるように構成すること
が好ましい。材質については、金属や合成樹脂等種々の素材を限定なく用いることが可能
である。また、第１マーカー、又は第２マーカーの側面に、小さな凹凸を連続して周設す
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る等、滑り止め手段を設けることもできる。
本考案に係るボールマーカーは、第１マーカーを第２マーカーに収容した状態での使用、
第１マーカーを第２マーカーから取り外して第１マーカー単独での使用、の２通りの使用
態様が主として考えられるが、その他第１マーカーを第２マーカから取り外して第２マー
カー単独で使用することとしてもよい。
【実施例１】
【００２０】
本考案の一実施形態を、図１～図５を参照しながら説明する。図１は本実施例に係るボー
ルマーカーを示す斜視図、図２はボールマーカーの装着状態を示す斜視図、図３はボール
マーカーを示す平面図、図４は図３におけるＸ～Ｘ’断面図、図５は第１マーカーの取り
外し状況を示す断面図である。
【００２１】
本実施例に係るボールマーカー(１)は、図１～図５に示すように、第１マーカー(２)と第
２マーカー(３)とから構成される。
第１マーカー(２)は、図１～図５に示すように、薄い円盤状(直径２４ｍｍ、厚さｌｍｍ)
で、鉄等の磁性体によって形成されている。
第２マーカー(３)は、図１～図５に示すように、第１マーカー(２)を収容するための収容
部(５)を備えるとともに、第１マーカー(２)よりも一回り大きく形成され(直径３５ｍｍ
、厚さ３ｍｍ)、図２に示す如く第１マーカー(２)を収容装着した状態で、やや厚みのあ
る円盤状をなすように構成されている。第２マーカー(３)は、主として、ダイキャストに
よって形成されている。
【００２２】
第２マーカー(３)が備える収容部(５)は、図１、図４～図５に示すように、第２マーカー
(３)の表側中央において、第１マーカー(２)よりもわずかに大きな径で、且つ表面部(６)
よりも所定の深さ(２ｍｍ)だけ凹ませて設けられるものである。さらに収容部(５)の底面
中心部には、図１に示すように、ごく小さい高さ(１ｍｍ)の短円筒状をなす載置部(８)が
、上方に向かって突設されている。
載置部(８)には、図１、図４～図５に示すように、薄型円形の永久磁石(９)を埋設する埋
設穴(８ａ)が凹設され、載置部(８)の上面と、埋設された永久磁石(９)の上面とが略面一
となるようになされている。そして、上記載置部(８)の突出によって、載置部(８)の側面
外周には、図１に示すように、平面視ドーナツ状で、載置部(８)の高さ分の深さを有する
溝部(１０)が形成されている。
【００２３】
磁性体よりなる第１マーカー(２)は、第２マーカー(３)の永久磁石(９)によって吸着され
ることで収容部(５)内に保持されるが、図４に示すように、第１マーカー(２)の底面中心
部が、載置部(８)及び永久磁石(９)の上面に接して載置される一方で、第１マーカー(２)
の底面周縁部は、溝部(１０)底面との間に所定の隙間を形成した状態で保持されている。
さらに、図２、図４に示すように、第１マーカー(２)の表面部(２ａ)と、第２マーカー(
３)の表面部(６)とは、略面一となって、連続する平坦な平面を形成するようになされて
いる。
【００２４】
次に、上記のごとく構成されたボールマーカー(１)の使用態様について説明する。まず、
ボールマーカー(１)携帯時においては、図２、図４に示すように、第１マーカー(２)を第
２マーカー(３)に吸着保持させておく。
ゴルフのプレー中において、ボールがグリーンに乗り、ボール位置をマークする際には、
第２マーカー(３)から第１マーカー(２)を取り外し、第１マーカー(２)を用いて行う。第
１マーカー(２)の取り外しにおいては、図５に示すように、第１マーカー(２)の表面周縁
部の適宜の場所を、親指の腹等で上方から押圧し、溝部(１０)内に押し下げる。すると、
載置部(８)の一上縁端を支点とし、第１マーカー(２)の反対側が、永久磁石(９)の吸着力
に抗して浮き上がるため、そのまま外側に向かってスライドさせれば、第１マーカー(２)
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を第２マーカー(３)から容易に取り外すことができる。
その後、ボール位置のマークを終了する際には、第１マーカー(２)を第２マーカー(３)に
再び吸着させて、図２に示す如く携帯に適した形とする。
また、プレーの状況に応じて、ボール位置がカップから遠い場合等には、第１マーカー(
２)を第２マーカー(３)から取り外すことなく、第２マーカー(３)に吸着保持させたまま
で、大型のボールマーカーとして使用することができる。
【００２５】
本実施例に係るボールマーカー(１)によれば、第１マーカー(２)を第２マーカー(３)に装
着できるため、ポケットの中等で紛失するおそれが無い。また、グリーン面上のボールの
位置に応じて、第１マーカー(２)のみで、あるいは第１マーカー(２)を第２マーカー(３)
に収容した状態で、というように使い分けることができ、非常に便宜である。
また、本実施例に係るボールマーカー(１)は、図２に示す如く第１マーカー(２)を装着し
た際に、第１マーカー(２)の表面部(２ａ)と、第２マーカー(３)の表面部(６)とが略面一
となり、全体としてコンパクトな円盤状をなすように構成したため、携帯性がきわめて良
い。
【００２６】
特に本実施例では、載置部(８)を収容部(５)中央に配設し、載置部(８)側方に溝部(１０)
を周設したため、どのような方向からでも第１マーカー(２)を押下、取り外しすることが
できる。
なお、第１マーカー(２)、第２マーカー(３)には、適宜模様や広告表示を付すことができ
る。特に本実施例の第１マーカー(２)であれば、表裏両面に模様等を付すことが可能であ
り、デザインや広告の効果を高めることができる。
【実施例２】
【００２７】
本考案の他の実施形態を、図６～図９を参照しながら説明する。図６は本実施例に係るボ
ールマーカーを示す斜視図、図７は図６におけるＹ～Ｙ’断面図、図８は第１マーカーの
底面図、図９は第１マーカーの取り外し状況を示す断面図である。
【００２８】
本実施例に係るボールマーカー(１’)は、図６～図９に示す第１マーカー(２０)と第２マ
ーカー(２２)とから構成される。
第１マーカー(２０)は、図６～図９に示すように、略円盤状であるが、表面が上方へ緩や
かに湾曲して膨らんだ断面をなすように変形して形成され、裏面部(２０ｂ)中心の位置に
は、薄型円形の永久磁石(２１)が、底面部(２０ｂ)と略面一となるように埋設されている
。第１マーカー(２０)のこのような断面形状により、底面部(２０ｂ)に永久磁石(２１)を
埋設しても、表面部(２０ａ)を凹凸なく円滑に仕上げることができる。
第２マーカー(２２)は、図６～図７に示す形状の収容部(２４)を備えるとともに、図７に
示すように、表面部(２５)が、第１マーカー(２０)の表面部(２０ａ)の形状に合わせてな
だらかに傾斜して設けられ、第１マーカー(２０)を装着した状態において、全体として中
央部がやや膨らんだ略円盤状を呈するようになされている。
第１マーカー(２０)及び第２マーカー(２２)は、主として、ダイキャストによって形成さ
れているが、特に表面部(２０ａ)(２５)等は、成型後に硬質顔料を流し込み熱処理・研磨
を行う、擬似七宝加工(研ぎエポキシ加工)によって光沢感・高級感の有る仕上げとしてい
る。
【００２９】
第２マーカー(２２)が備える収容部(２４)は、図６～図７に示すように、表面部(２５)よ
りも第１マーカー(２０)の略厚み分だけ凹ませて設けられた載置部(２７)と、直線状の段
差部(２７’)を介して、さらにそれよりも低く形成された平面視弓形の溝部(２９)とから
構成されている。載置部(２７)と溝部(２９)とは、平面視で第１マーカー(２０)よりもわ
ずかに大きな径を有する円形をなすように形成されている。
また、載置部(２７)には、図７に示すように、第１マーカー(２０)の永久磁石(２１)に対



(6) JP 3124632 U7 2013.5.9

10

20

30

40

50

応する位置において、適宜の大きさの磁性体(２８)が、載置部(２７)と略面一となるよう
に、埋設穴(２７ａ)に上面を露出して埋設されている。
【００３０】
第１マーカー(２０)の永久磁石(２１)と、第２マーカー(２２)の磁性体(２８)との吸着作
用によって、第１マーカー(２０)が収容部(２４)内に保持されるが、図７に示すように、
第１マーカー(２０)の底面部(２０ｂ)の大半が、載置部(２７)(及び磁性体(２８))に接し
て載置される一方で、第１マーカー(２０)の底面部(２０ｂ)の一部は、溝部(２９)底面と
の間に所定の隙間を形成した状態で保持される。
【００３１】
本実施例に係るボールマーカー(１’)についても、前実施例の形態のものに準じて使用す
ることができる。第１マーカー(２０)の取り外しにおいては、図９に示すように、溝部(
２９)上方に位置する第１マーカー(２０)の表面周縁部を、上方から押圧し、溝部(２９)
内に押し下げ、そのまま外側に向かってスライドさせればよい。
【００３２】
以上、本実施例に係るボールマーカー(１’)であっても、第１マーカー(２０)を第２マー
カー(２２)に確実に保持させることができるとともに、第１マーカー(２０)を第２マーカ
ー(２２)から容易に取り外しすることができる。
また、第１マーカー(２０)の裏面には永久磁石(２１)が埋設されているため、例えば、キ
ャップの鍔等に取り付け可能な磁性体製のクリップに、一時的に第１マーカー(２０)を着
磁保持させて使用することもできる。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
本考案は、ポケットの中等から容易に探し出すことができ、マークすべきボール位置に応
じて、大小の大きさのものを使い分けることが可能なゴルフ用ボールマーカーを提供する
ものであり、産業上の利用可能性を有する。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】実施例１に係るボールマーカーを示す斜視図である。
【図２】実施例１に係るボールマーカーの装着状態を示す斜視図である。
【図３】実施例１に係るボールマーカーを示す平面図である。
【図４】図３におけるＸ～Ｘ’断面図である。
【図５】実施例１に係る第１マーカーの取り外し状況を示す断面図である。
【図６】実施例２に係るボールマーカーを示す斜視図である。
【図７】図６におけるＹ～Ｙ’断面図である。
【図８】実施例２に係る第１マーカーの底面図である。
【図９】実施例２に係る第１マーカーの取り外し状況を示す断面図である。
【符合の説明】
【００３５】
１、１’　ボールマーカー
２　第１マーカー
２ａ　表面部
３　第２マーカー
５　収容部
６　表面部
８　載置部
９　永久磁石
１０　溝部
２０　第１マーカー
２０ａ　表面部
２１　永久磁石
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２２　第２マーカー
２４　収容部
２５　表面部
２７　載置部
２８　磁性体
２９　溝部
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
小径の第１マーカーと、
該第１マーカーを収容保持する収容部が凹設された大径の第２マーカーと、を備え、該第
１マーカーは、径１７～２５ｍｍの大きさであり、該第２マーカーは、径３０～４０ｍｍ
の大きさであり、該収容部は該第１マーカーよりもわずかに大きな径であり、
収容部の底面中心部にはごく小さい短円筒状をなす載置部が、上方に向かって突設されて
おり、
該第１マーカーを、該第２マーカーに着脱可能に保持せしめたゴルフ用ボールマーカー。
【請求項２】
該第１マーカー、及び／又は該収容部に磁石を埋設して、
該第１マーカーを、該第２マーカーに着磁吸着させるようにし、
該第１マーカーの底面中心部が、該載置部の上面に接して載置される一方で、該第１マー
カーの底面周縁部は、該載置部よりもさらに低く形成された溝部底面との間に所定の隙間
を形成した状態で保持され、
該第１マーカーを該第２マーカーに収容した状態での使用、該第１マーカー単独での使用
を可能とした、請求項１に記載のゴルフ用ボールマーカー。
【請求項３】
該第１マーカーは、磁性体からなり、表裏両面に模様等を付すことが可能であり、デザイ
ンや広告の効果を高めることができ、
該収容部は、磁石が埋設され、該第１マーカーを載置保持する載置部と、該載置部よりも
さらに低く形成された溝部と、を有する請求項１に記載のゴルフ用ボールマーカー。
【請求項４】
該第１マーカーは、磁石が埋設され、
該収容部は、磁性体が埋設され、該第１マーカーを載置保持する載置部と、該載置部より
もさらに低く形成された溝部と、を有し、該第２マーカーが備える収容部は、表面部より
も該第１マーカーの側面厚み分だけ凹ませて設けられた、請求項１に記載のゴルフ用ボー
ルマーカー。
【請求項５】
該溝部が、該載置部側方に設けられ、該第１マーカーの底面部の大半が、載置部に接して
載置される一方で、該第１マーカーの底面部の一部は、溝部底面との間に所定の隙間を形
成した状態で保持される、請求項３又は４に記載のゴルフ用ボールマーカー。
【請求項６】
該第１マーカーを、該第２マーカーに収容した際に、
該第１マーカーの表面部と、該第２マーカーの表面部とが、略面一となって、連続する平
坦な平面を形成するようにし、
溝部上方に位置する第１マーカーの表面周縁部を上方から押圧し、溝部内に押し下げ、そ
のまま外側に向かってスライド可能とした、請求項５に記載のゴルフ用ボールマーカー。
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